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Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

合計  14,524,174  14,511,503  1,680,261  3,327,900  574,095  18,261  1,039,696  7,871,290 12,671 

令和6年度住民税均等割非課税世帯（3
万円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠等）

1 R6_補正・
R7_予備

推奨事業・
低所得

○ ○ ○
令和6年度住民税非課税世
帯への緊急支援給付金

Ⅱ．物価高の克服
／米国関税措置

○ －  3,921,995  3,921,995  10,000  3,327,900  574,095  10,000  -

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所
得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　116,776世帯×30千
円、子ども加算　12,009人×20千円、、定額減税を補足する
給付（うち不足額給付）の対象者　188,318人　(3,334,440千
円）　　のうちR7計画分
事務費　594,095千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料
等）　業務委託料　使用料及び賃借料　人件費　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（116,776世帯）、定額減
税を補足する給付（うち不足額給付）の対象者数（188,318
人）

－ ○ － R7.2 R7.7
対象世帯に対して令和7年3月までに支給
を開始する

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ、広報誌等 R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）
2 R6_補正 給付支援 ○ ○ ○

令和6年度住民税非課税世
帯への緊急支援給付金及び
定額減税補足給付金事業

Ⅱ．物価高の克服 ○ －  18,261  18,261  18,261

①物価高が続く中で低所得世帯等への支援を行うため、迅
速かつ効率的な給付が可能となるような、給付支援サービス
を導入する。
②デジタル庁が構築する給付支援サービスの導入・初期費
用及び利用料
③給付支援サービスの導入・初期費用及び利用料　18,261
千円

－ ○ － R7.8 R7.12
対象世帯に対して令和7年8月までに支給
を開始する

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ、広報誌等 R7当初（地）

令和６年度低所得世帯支援枠等関連の
給付費

（家計急変への横出し等・R6補正）
3  -  -

事務費
（上乗せ・横出し）

4  -  -

R7補正推奨事業メニューのうち
食料品の物価高騰に対する特別加算

（市区町村のみ記載）
5 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○

せんだい生活応援！！ポイ
ントキャンペーン

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別

加算

④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 1,550,000  1,550,000  1,550,000  50,000

①物価高が続く中で、食料品や日用品などを購入することが
可能なデジタルポイントを支給し、仙台市民の生活を支援す
る。
②交付対象者への給付金及び事務費
③事業費1,500,000千円（一人3千円×50万人を想定）
   事務費　50,000千円(事務手数料30,000千円, 広報費
20,000千円)
④仙台市民

－ ○ － R7.12 R8.1 R8.3 R8.1までにポイント支給を開始する ③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定 地域ポイント
対象分野に関連
しない

（利用期限）
令和８年12月31日23時59分まで（配布期限は令
和８年６月30日23時59分まで）
（使用実績の把握、未換金額が生じた場合の返還
などのスキーム）
県事業である「みやぎポイントアプリ」を活用してポ
イント発行を実施。毎日、県からアプリ登録者数、
配布ポイント数、利用ポイント数を受領。支払は県
市の協定書に基づき実施。令和７年度分は年度
末に実績額で請求され支出予定。最終的な精算
時は還付または支出のいずれかとなる。なお、ポ
イント原資は使用された分のみ、事務手数料（ポイ
ント原資×2％）は発行した分を支出。

HP等 R7補正（地）

市区町村でR7補正①の事業について複数計画している場合
は、１つをNo.５に記入の上それ以外はNo.６以降に記入しL列で
当該推奨事業メニューを選択してください。
都道府県でR7補正①の事業を計画している場合は、NO.6以降
に記入しL列で当該推奨事業メニューを選択してください。

6 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
物価高騰による学校給食へ
の負担軽減

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
子育て世帯
支援

 1,062,841  1,062,841  1,062,841

①食材料費等が高騰する中、保護者負担を増やすことなく、
栄養バランスや量を保った学校給食を提供するため、賄材
料費を増額するもの。
②給食センター賄材料費及び単独調理校賄材料費
③年間の食材料費の予算額に物価上昇率を掛けて算出。
【物価上昇率】1(R3）×1.047(R4)×1.09(R5)×1.047(R6見込
み）×1.047（R7見込み）≒25.2％　※仙台市消費者物価指数
（食料）のR3を1として、各年の平均物価上昇率をかけて算
出。R6とR7はR6.1～10まで10か月分の確定値平均により算
出。
【単独調理校賄材料費】
R7当初予算1,914,406千円×物価上昇率25.2％≒482,397千
円
（うち児童生徒分　431,185,803円）
【給食センター賄材料費】
R7当初予算2,788,848千円×物価上昇率25.2％≒702,741千
円

－ － － R7.4 R8.3

全給食センター及び単独調理校に、１食
単価に小学校等73円・中学校等87円を加
算する予算を配当し、保護者負担を増や
すことなく栄養バランスや量を保った給食
を提供する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 給食 HP等 R7当初（地）

7 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
低所得世帯に対する水道料
金の減免（水道事業会計繰
出）

Ⅱ．物価高の克服 ○

①エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
低所得世帯
支援

 303,144  303,144  303,144

①物価高騰による市民生活への影響に鑑み、生活保護受
給世帯及び住民税の均等割・所得割が非課税となっている
世帯等を対象に水道料金の減免を実施するもの。
②給水収益減収相当額について、水道事業へ繰出し
③対象世帯数：約29,600世帯、経費：303,144千円
　実施期間：令和7年4月分から令和8年3月分まで
　※基本料金（口径13mm580円、口径20mm1,250円、口径
25mm1,900円、口径30mm2,800円、口径40mm5,300円）相当
額の減免に係る費用
④生活保護受給世帯及び住民税の均等割・所得割が非課
税となっている世帯等

－ － － R7.4 R8.3
約29,600世帯対象に令和7年4月～令和8
年3月分の基本料金の減免を実施し、約
303,144千円の減免。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 水道事業者 HP R7当初（地）

8 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
低所得世帯に対する下水道
使用料の減免（下水道事業
会計繰出）

Ⅱ．物価高の克服 ○

①エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
低所得世帯
支援

 304,276  304,276  304,276

①物価高騰による市民生活への影響に鑑み、生活保護受
給世帯及び住民税の均等割・所得割が非課税となっている
世帯等を対象に下水道使用料の減免を実施するもの。
②下水道使用料減免相当額について、下水道事業会計へ
繰出し
③対象世帯数：約29,000世帯、経費：304,276千円
　実施期間：令和7年4月分から令和8年3月分まで
④生活保護受給世帯及び住民税の均等割・所得割が非課
税とな ている世帯等

－ － － R7.4 R8.3

約29,000世帯対象に令和7年4月～令和8
年3月分の基本料金（生活保護世帯につ
いては使用料全額）の減免を実施し、約
304,276千円の減免。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

HP R7当初（地）

9 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）給食費等負担軽減事
業

米国関税措置 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
子育て世帯
支援

 58,325  58,325  58,325

①原油価格・物価高騰等の影響を受ける子育て世帯の負担
軽減を図るため、公立保育所における給食材料費の物価上
昇分を保護者負担分に転嫁せずに給食を提供できるよう、
物価上昇に相当する額を充当するもの。
②公立保育所の給食材料費のうち物価上昇に相当する額
③年間の食材料費の予算額に対前年の消費者物価指数を
乗じて算出
【対象人数】3,988人
【消費者物価指数】R6：4.7％、R7（見込み）：4.7％
④仙台市公立保育所(31か所)
※職員の給食費を含まない

－ － － R7.4 R8.3
物価高騰分を充当することにより、公立保
育所（31か所）における食材料費の値上
げを実施しない。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

HP等 R7当初（地）

10 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
市立学校における光熱費（高
騰相当分）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判断
する地方単
独事業

施設数及び利用者数が多いことから，
交付金活用による効果が広く及ぶた
め。

 611,030  611,030  611,030

①冷暖房を使用するにあたり、光熱費（電気料金）の物価高
騰分における使用料金について、交付金を充当するもの。
②物価高騰分における電気料金
③令和3年度：973,808,571円（業務用電力のみ）
　令和7年度（予算額）：1,584,838,000円
　高騰分：611,029,429円（令和7年度-令和3年度）
④市立学校

－ － － R7.4 R8.3 学習環境を維持する市立学校189校。 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

HP等 R7当初（地）

11 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
直近の物価上昇を踏まえた
学校給食への負担軽減

米国関税措置 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
子育て世帯
支援

 107,512  107,512  107,512

①食材料費等が高騰する中、保護者負担を増やすことなく、
栄養バランスや量を保った学校給食を提供するため、賄材
料費を増額するもの。
②給食センター賄材料費及び単独調理校賄材料費
③年間の食材料費の予算額に物価上昇率を掛けて算出。
【物価上昇率】1(R3）×1.047(R4)×1.09(R5)×1.049(R6）×
1.0736…（R7見込み）≒28.5％　※仙台市消費者物価指数
（食料）のR3を1として、各年の平均物価上昇率をかけて算
出。R7はR7.1～3月の平均により算出。
【単独調理校賄材料費】
R7当初予算1,914,460千円×（物価上昇率28.5％－当初想
定物価上昇率25.2％）×7月以降の残給食数割合70.1％≒
44,286千円
【給食センター賄材料費】
R7当初予算2,788,848千円×（物価上昇率28.5％－当初想
定物価上昇率25.2％）×7月以降の残給食数割合68.7％≒
63,226千円
④市立学校（園）※教職員等の分を除く。

－ － － R7.7 R8.3

全給食センター及び単独調理校に、１食
単価に小学校等10円・中学校等11円を加
算する予算を配当し、保護者負担を増や
すことなく栄養バランスや量を保った給食
を提供する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 給食 HP等 R7補正（地）

12 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）「経営環境変化対応
資金」連動型給付金

米国関税措置 ○

⑦中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 65,000  65,000  65,000

①物価高騰等の経営環境の変化により影響を受けた市内
中小企業者の資金繰りを支援し、経営基盤の強化を図るも
の。
②日本政策金融公庫の「経営環境変化対応資金」に連動し
た利子相当分
③補助上限額50万円、最長5年分の利子相当額、130～260
社程度を想定
④補助対象：市内に本店を有する法人、市内に事業所を有
する個人

－ － － R7.7 R8.3 市内事業者130～260社への支援 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ＨＰ等 R7補正（地）

13 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）仙台市地域企業ス
ケールアップ補助金

米国関税措置 ○

⑦中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 15,000  15,000  15,000

①物価高騰が続く中、また国際情勢が不透明な中におい
て、市内事業者の競争力強化や変革を促進するため、新事
業展開や高付加価値化等に必要経費を追加するもの。
②成長に資する新事業展開や生産性向上、高付加価値化、
販路開拓、ブランディング等の取組みに対する補助金
③300万円×5社、補助下限額200万円～上限額300万円、
補助率1/2
④補助対象：市内に本店を有する地域企業

－ － － R7.7 R8.3 市内事業者5社への支援 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ＨＰ等 R7補正（地）

14 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）仙台市海外販路開拓
チャレンジ支援助成金

米国関税措置 ○

⑦中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 10,000  10,000  10,000

①物価高騰が続く中、また国際情勢が不透明な中におい
て、市内事業者の海外販路開拓を支援するため、事前準備
に係る費用や海外出展等に必要な経費を追加するもの。
②海外販路開拓事前準備及びFS調査、海外への電子商取
引等に係る取組み、国際見本市出展（海外オンライン出展含
む）、輸出に係る事業に対する補助金
③補助上限額10万円～100万円、補助率1/2～2/3、30社程
度を想定
④市内に主たる事業所又は事務所を置く中小企業又は個人
事業主

－ － － R7.7 R8.3 市内事業者30社程度への支援 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ＨＰ等 R7補正（地）

15 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）省力化・生産性向上
加速化支援事業

米国関税措置 ○

⑦中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 37,500  37,129  37,129  371

①物価高騰が続く中、市内事業者の業務省力化や生産性
向上を通じた、事業者の収益力強化と質の高い雇用の提供
に向けた必要な経費を追加するもの。
②省力化やIT導入を支援する国の補助金を事業者が活用
する際に生じる自己負担部分を軽減する上乗せ補助金（最
大500千円）
③補助金500千円×70件程度を想定/広報委託料2,500千円
　支給金額：自己負担額が25万円以下となる場合は、自己
負担全額
　自己負担額が25万円超となる場合は、25万円＋自己負担
額から25万円を控除した1/2
④補助対象：市内に登記上の本店を置く中小企業、市内に
住民登録または事業所が所在する個人事業主

－ － － R7.10 R8.3 市内事業者70社程度への支援 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

HP等 R7補正（地）

16 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）地域企業組織力強化
事業

米国関税措置 ○

⑦中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 28,000  28,000  28,000

①多様な人材の活躍による地域企業の持続的な事業成長
につなげ、物価高騰に対応する所得の増加を図るため、市
内中小企業等の経営者を対象に、戦略人事の理解促進と推
進に向けた伴走支援を行うとともに、取組内容及び成果を広
く発信し、機運醸成を図る。
②業務委託料
③戦略人事推進に向けた伴走支援等に係る経費5,000千円
×５社／広報・展開費用3,000千円
④市内中小企業者等

－ － － R7.12 R8.3 支援企業数：5社程度 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

HP等 R7補正（地）

17 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）インバウンド推進事業
（航空会社と連携した誘客プ
ロモーション）

米国関税措置 ○

⑧地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 40,000  40,000  40,000

①物価高騰による国内観光客の観光消費額減の影響を鑑
み、将来的なインバウンド誘客増につなげるべく、国際路線
の維持・拡大に向け仙台空港に就航している国際路線の航
空会社等と連携したプロモーションを実施するもの。
②就航している現地都市等での屋外広告、機内誌広告、
SNS広告などによるプロモーションに係る委託費
③広告費用：高雄便（台湾）4,000千円、仁川便（韓国）4,000
千円、バンコク便（タイ・12/1新規就航路線）32,000千円　※
全額に交付金を充当。
④市内宿泊事業者、飲食店、土産、交通事業者等

－ － － R7.11 R8.3

搭乗者数2,480名増（搭乗率70%→75%）に
よる市内消費額の増加

【想定増加人数内訳】
・仁川便（韓国）：１便当たり12名増×週５
便×16週＝960人増
・高雄便（台湾）：１便当たり9名増×週３
便×16週＝432人増
・バンコク便（タイ）：１便当たり17名増×週
４便×16週＝1 088人増

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

HP等 R7補正（地）

18 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）インバウンド推進事業
（宿泊キャンペーン）

米国関税措置 ○

⑧地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 70,000  57,700  57,700  12,300

①物価高騰による国内観光客の観光消費額減の影響を鑑
み、国内宿泊客の閑散期である冬季のインバウンド誘客増
に向け、海外OTAを活用した宿泊割引キャンペーンを実施す
るもの。
②海外OTAとの調整、広告などによるプロモーションに係る
委託費
③宿泊割引原資57,000千円、キャンペーンページ制作700千
円、広告費他12,300千円。　※内割引原資+ページ制作

千円に交付金を充当

－ － － R7.4 R8.3
市内宿泊事業者約220施設を対象とした
誘客支援。キャンペーンを通じインバウン
ドの市内宿泊者数7,000人泊増。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

HP等 R7当初（地）

19 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）困難を抱える女性へ
の支援事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 2,400  2,400  2,400  162

①物価高騰等による生活困窮やネグレクト等により生理用
品の利用に制限を受けている方を支援するため、また相談
機関等へのつながりを作る機会として、相談機関等の情報を
同封した生理用品を配布するもの。
②業務委託料
③業務委託料2,400千円（生理用品購入費：425円×4,000個
×1.1＝1,870千円、同封リーフレット印刷費・配送料等：368
千円、事務費：162千円）
④配布施設：男女共同参画推進センター、子育て支援拠点、
各区役所・図書館、各民間支援団体等

－ － － R8.1 R8.2 R8.3

配布数：4,000個
配布施設等：市内21箇所及び臨時相談会
会場（1/31開催予定）、民間支援団体10
団体程度等

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

HP等 R7補正（地）

20 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）住民税非課税世帯緊
急支援事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別
加算

②物価高騰
に伴う低所得
者世帯・高齢
者世帯支援

 1,611,785  1,611,785  1,611,785  311,785

①物価高騰の影響を大きく受ける低所得世帯への支援を行
うことで、低所得世帯の生活を維持する。
②低所得世帯へ配布するギフトカードの金額及び事務費
③令和7年度住民税非課税世帯　130,000世帯×10千円
　事務費311,785千円
　事務費の内容：需用費（事務用品等）、役務費（郵送料
等）、委託料、使用料及び賃借料　として支出
④令和7年度住民税非課税世帯（約13万世帯）

－ ○ － R7.12 R8.3 R8.3

仙台市で賦課情報を確認できた対象世帯
に対して令和8年3月末までにギフトカード
を配布。
※申請を要する者などへの配布を含めた
最終的な事業終期はR8.6を予定。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 商品券 商品券

ギフトカードに利用期限を設ける。
事業者から使用実績を報告させ、把握する。
郵便返戻など対象者へ送達がなされなかった未
換金額については、毎月精算を行い、事業者から
仙台市へ返還させる。

HP等 R7補正（地）

21 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）福祉施設等に対する
物価高騰対策助成（障害者
福祉施設等）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 198,898  198,898  198,898  132

①食材料費、光熱費の高騰による障害福祉事業者の負担を
軽減すること
②令和7年度中の光熱費、燃料費、食材料費
③入所系施設　8,800×定員数+34,800×定員数×稼働率
　通所系施設　4,400×定員数+8,500×定員数×稼働率
　訪問・相談計施設　4,900×車両台数
　支払手数料　110×支払い件数
④障害福祉サービス等施設1 714施設

－ － － R8.1 R8.2 R8.3 申請件数800件以上 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
障害福祉サービ
ス事業所・施設
等

HP等 R7補正（地）

22 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）福祉施設等に対する
物価高騰対策助成（高齢者
福祉施設等）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 580,769  580,769  580,769  477

①・・・物価高騰の影響を受ける介護サービス事業所等の負
担を軽減すること。
②・・・介護サービス事業所等への補助金（令和7年度中の光
熱費、燃料費、食材料費）
　　　　事務費（交付決定通知書送付に係る郵送料、補助金
の振込に係る振込手数料）
③・・・以下のとおり
　介護サービス事業所等への補助金　580,292千円・・・（Ａ）
＋（Ｂ）
　　　介護サービス事業所等への補助金　571,428千円・・・
（Ａ）
　　　　　入所系施設　(1)定員5,522人×42,208円（単価）＝
233,072,576円
　　　　　 　　　　　　　  (2)定員11,195人×21,104円（単価）＝
236,259,280円
　　　　　通所系施設　定員9,,297人×9,500円（単価）＝
88,321,500円
　　　　　訪問系施設　車両数2,811台×4,900円（単価）＝
13,773,900円
　　　養護老人ホームへの補助金　8,864千円・・・（Ｂ）
　　　　　定員210人×42,208円（単価）＝8,863,680円
　　事務費　477千円・・・（Ｃ）＋（Ｄ）
　　　　　郵送料　296千円（180円×1,641件＝295,380円）・・・
（Ｃ）

－ － － R8.1 R8.2 R8.3 執行率8割程度 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
介護サービス事
業所・施設等

HPにて公表予定 R7補正（地）

23 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）福祉施設等に対する
物価高騰対策助成（救護施
設）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 10,726  10,726  10,726  -

①・・・物価高騰の影響を受ける福祉施設等の負担を軽減
し、今後も安定した事業継続ができるよう、光熱費や食材料
費等の物価上昇分に相当する助成金を支給する。
②・・・令和7年度中の光熱費、燃料費、食材料費
③・・・救護施設：246人（定員）×43,600円（単価）≒10,726千
円
④ 仙台市内で事業を実施している救護施設 か所

－ － － R8.1 R8.3 R8.3 物価高騰に伴う利用者負担の増加が０円 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
日常生活支援住
居施設

HP等 R7補正（地）

24 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）福祉施設等に対する
物価高騰対策助成（日常生
活支援住居施設等）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 4,055  4,055  4,055  -

①・・・物価高騰の影響を受ける福祉施設等の負担を軽減
し、今後も安定した事業継続ができるよう、光熱費や食材料
費等の物価上昇分に相当する助成金を支給する。
②・・・令和7年度中の光熱費、燃料費、食材料費
③・・・日常生活支援住居施設等：93人（定員）×43,600円（単
価）≒4,055千円
④・・・仙台市内で事業を実施している日常生活支援住居施
設、仙台市路上生活者等自立支援ホーム、住まいの確保緊
急支援事業（シェルター）計4か所

－ － － R8.1 R8.3 R8.3 物価高騰に伴う利用者負担増加が０円 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
日常生活支援住
居施設

HP等 R7補正（地）

25 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）配食サービス事業者
等に対する食材料費等助成
（障害者）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 1,357  1,357  1,357  -

①物価高騰等に伴う事業者の負担軽減
②配食に係る食材費、光熱費、ガソリン代等
③補助単価95円×14,283食(令和6年度配食実績)
④障害者配食サービス受託事業者

－ － － R8.1 R8.2 R8.3
すべての対象事業者に交付し、安定的な
事業運営を支援する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
障害福祉サービ
ス事業所・施設
等

HP等 R7補正（地）

26 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）配食サービス事業食
材費等補助（高齢者）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 27,436  27,436  27,436  -

①食材費等の物価高騰が続く中、高齢者食の自立支援サー
ビス事業における事業者の委託業務実施を支援するため、
食材料費等の物価上昇分に相当する助成金を支給するも
の。
②高齢者食の自立支援サービス事業実施に係る食材料費
や光熱水費等
③補助単価95円/食×288,792食（令和7年度配食見込数）≒
27,436千円
④高齢者食 自立支援サ ビ 事業者（ 事業者）

－ － － R8.1 R8.2 R8.3
すべての対象事業者に交付し、安定的な
事業運営を支援する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
介護サービス事
業所・施設等

HP R7補正（地）

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してください。

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

Ｃ

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている旨

の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

国

の

予

算

年

度

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

　

Ｒ

６

経

済

対

策

等

】
差

押

禁

止

法

の

対

象

範

囲

　

※

事

務

連

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ
※参考

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

支援開始時期
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Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してください。

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

Ｃ

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている旨

の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

国

の

予

算

年

度

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ
※参考

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

支援開始時期

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

27 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）医療機関等物価高騰
対策支援事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 368,761  368,761  368,761  21,701

①物価高騰の影響を受けている市内医療機関等に対し、安
定的な医療の提供を支援するため、補助金を支給するもの
②医療機関等への補助金、補助金交付等事務支援業務委
託料、郵送料
③補助金　計347,060千円
（内訳）
病院（200床以上）：1施設あたり3,000千円×22施設=66,000
千円
病院（20～199床）：1床あたり15千円×3,420床=51,300千円
有床診療所（7～19床）：1床あたり15千円×384床=5,760千
円
有床診療所（1～6床）：1施設あたり100千円×11施設=1,100
千円
無床診療所：1施設あたり100千円×1,375施設=137,500千円
助産所：1施設あたり50千円×39施設=1,950千円
薬局：1施設当たり50千円×624施設=31,200千円
歯科技工所：1施設当たり50千円×179施設=8,950千円
施術所：1施設当たり50千円×866施設=43,300千円
業務委託料 郵送料 手数料　21 701千円

－ － － R8.1 R8.2 R8.3 執行率80％以上 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
医療（光熱費関
係）

HP R7補正（地）

28 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）給食サービスボラン
ティア事業食材費等補助

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 1,625  1,625  1,625  -

①食材費等の物価高騰が続く中、給食サービスボランティア
団体の活動継続を支援するため、食材料費等の物価上昇分
に相当する助成金を支給するもの。
②給食サービス実施に係る食材料費や光熱水費等
③補助単価65円/食×25,000食（令和7年度配食見込数）≒
1,625千円
④仙台市給食サービスボランティア団体（2団体）

－ － － R8.1 R8.2 R8.3
すべての対象団体に交付し、活動継続を
支援する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
介護サービス事
業所・施設等

HP R7補正（地）

29 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）福祉施設等に対する
物価高騰対策助成（認可保
育施設等）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 267,533  267,533  267,533  -

①物価高騰の影響を受ける保育施設等に対し食材料費およ
び光熱費等の物価上昇分に相当する補助金を支給し、安定
的な事業継続を支援するもの。
②食材料費・光熱費等
③（食材料費補助額）補助単価6,800円×月初日児童数
　（光熱費等補助額）通所型事業所：補助単価4,400円×定
員数、訪問型事業所4,900×定員数
私立保育所：6,800円×7,709人（4/1利用児童数）＋4,400円
×7,663人（4/1定員数）＝86,139千円（千円未満切り上げ）
認定こども園（2・3号）：6,800円×9,961人（同）＋4,400円×
10,149人（同）＝112,391千円（同）
認定こども園（1号）：6,800円×2,554人（同）＋4,400円×
3,599人（同）＝33,203千円（同）
小規模保育事業：6,800円×1,426人（同）＋4,400円×1,637
人（同）＝16,900千円（同）
事業所内保育事業：6,800円×231人（同）＋4,400円×341人
（同）＝3,072千円（同）
家庭的保育事業：6,800円×148人（同）＋4,400円×185人
（同）＝1,821千円（同）
幼稚園（新制度）：4,400円×3,181人（同）＝13,997千円（同）
（光熱費のみ）
居宅訪問型保育事業：4,900円×2人（同）＝10千円（同）（光
熱費のみ）
合計267 533千円

－ － － R7.12 R8.2 R8.3 申請率95％以上を目標とする ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・
認定こども園等

HP等 R7補正（地）

30 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）福祉施設等に対する
物価高騰対策助成（病児・病
後児保育施設）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 247  247  247  -

①物価高騰の影響を受けている民間の病児・病後児保育施
設が、今後も安定した事業を継続できるよう、光熱費等の物
価上昇分に相当する助成金を支給するもの。
②光熱費等
③定員数56人×4,400円の補助を行うもの。（14施設　定員
数56人）
④民間の病児保育事業実施者

－ － － R7.12 R8.2 R8.3
対象施設に対して令和8年3月までに支給
を完了する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・
認定こども園等

HP等 R7補正（地）

31 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）福祉施設等に対する
物価高騰対策助成（児童養
護施設等・里親）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 34,528  34,528  34,528  -

①食材料費や光熱費等の物価高騰に伴う負担を軽減するた
め、物価上昇分に相当する助成金を支給するもの
②食材料費、光熱費
③児童養護施設等　357人×74,800円≒26,704千円
　里親　100人×74,800円≒7,480,000円
　母子生活支援施設　39人×8 800円≒344千円

－ － － R8.1 R8.2 R8.3
対象施設に対して令和8年3月までに支給
を完了する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 児童養護施設等 HP R7補正（地）

32 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）福祉施設等に対する
物価高騰対策助成（民間児
童クラブ）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 2,633  2,633  2,633  -

①・・・電気・ガス等の価格高騰による事業者の負担を軽減
するため、放課後児童健全育成事業を実施する民間事業者
が光熱費等に要する経費に対し、助成を行うもの。
②・・・対象事業者への補助金
③・・・定員数（30クラブ計）1,173人×2,200円
（1クラブ）43人×1,200円（年度途中開所のため単価月割）
④・・・放課後児童健全育成事業者（児童館等の指定管理者
等を除く）

－ － － R8.1 R8.2 R8.3
全対象事業者（31クラブ）への補助金交
付

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・
認定こども園等

対象事業者へメール等で周知を行う R7補正（地）

33 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）こどもの居場所づくり
支援事業（こども食堂）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別
加算

③物価高騰
に伴う子育て

世帯支援
 1,711  1,711  1,711  -

①食材料費が高騰する中、こども食堂の運営団体において
栄養バランスや量を保った食事を提供するため、食材料費
の物価上昇分に相当する額を追加するもの
②食材料費
③月2回開催：15団体×65,800円＝987,000円≒987千円
月1回開催：22団体×32,900円＝723,800円≒724千円
④こども食堂運営団体

－ － － R8.2 R8.2 R8.3
すべての対象団体に交付し、活動継続を
支援する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

対象分野に関連
しない

HP等 R7補正（地）

34 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）福祉施設等に対する
物価高騰対策助成（認可外
保育施設）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 37,957  37,957  37,957  -

①原油価格・物価高騰等の影響を受ける子育て世帯の負担
軽減を図るため、認可外保育施設における光熱費、給食材
料費の物価上昇分を保護者負担分に転嫁せずに済むよう、
物価上昇に相当する額を充当するもの。
②認可外保育施設の光熱費、給食材料費のうち物価上昇に
相当する額
③4,400円（光熱費等補助単価）×3,389人（対象人数）＝
14,912千円
6,800円（食材料費補助単価）×3,389人＝23,045千円
14,912千円+23,045千円＝37,957千円
④仙台市内認可外保育施設(125か所)
※職員の給食費を含まない

－ － － R7.12 R8.2 R8.3
仙台市内認可外保育施設125か所への
支援

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・
認定こども園等

HP等 R7補正（地）

35 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）廃棄物収集運搬事業
者燃料価格高騰対策支援金

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑨中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 44,940  44,940  44,940  -

①原油価格高騰に直面する市内の一般廃棄物収集運搬事
業者に支援を行い、ごみ収集事業の維持を図るため。
②収集運搬に使用する車両1台につき70千円
③70千円×642台（対象車両台数）＝44,940千円
④仙台市一般廃棄物収集運搬許可業者のうち仙台市内に
主たる事業所があり、市内から発生する廃棄物の収集運搬
について許可を持つ事業者

－ － － R7.12 R8.1 R8.3 経営悪化による廃業を０とする ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

HP等 R7補正（地）

36 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）地球温暖化対策推進
事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑨中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 30,000  30,000  30,000  -

①事業者による省エネ設備等導入費用に対する補助を行う
ことで、エネルギー価格の高騰に伴う事業者の光熱費低減
を図るとともに、仙台市域における地球温暖化対策等を推進
する。
②設計費、設備費、工事費
③省エネ設備等導入補助 1,000千円（1件当たり上限額） ×
27件 = 27,000千円
運送事業者向け次世代自動車導入補助 500千円(トラック1
台当たり上限額) × 3台 + 300千円(タクシー1台当たり上限
額) × 5台 = 3,000千円
④仙台市内に事業所を持つ中小企業や医療法人、社会福
祉法人 学校法人等各種法人

－ － － R8.3 R8.3 R8.3

27事業者以上による省エネ設備等の導
入。
自動車運送事業者による8台以上の次世
代自動車の導入。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

HP等 R7補正（地）

37 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）農業経営緊急支援事
業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における
物価高騰対
策支援

 37,610  37,610  37,610  10

①飼料価格の高騰による畜産経営への影響を緩和するた
め、飼料価格上昇分の一部を支援し、安心して営農を継続
できる環境の維持を図る。
②家畜飼養頭数に応じた飼料価格上昇分の一部及び事務
費
③1頭あたり補助金単価　鶏：400円　牛：26,000円
　想定頭羽数　鶏：3,000羽　牛：1,400頭
　補助金計　鶏：400円×3,000羽＝1,200千円
　　　　　　　　牛：26,000円×1,400頭＝36,400千円
　　　　　　　　事務費：10千円　　　　　　　　　計37,610千円
④鶏（10羽以上）若しくは牛を飼養し、かつ市内に住所又は
本店所在地のある畜産経営者

－ － － R8.2 R8.2 R8.3
対象世帯に対して令和8年3月までに支給
を完了する。

③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品
分野

畜産経営 HP等 R7補正（地）

38 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）漁業経営緊急支援事
業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における
物価高騰対
策支援

 3,450  3,450  3,450  50

①鉄等の物価高騰による漁具購入費用が漁業経営体に及
ぼす影響を緩和するための支援を行う。
②漁具購入費用の1/2（上限20千円）補助
　補助申請者１人あたり750円の事務費補助
③１人あたり漁具購入費用400千円の1/2＝200千円
 　県漁協仙台支所へ漁獲量計上事業者17名
   200千円×17名＝3,400千円
　 事務費50千円　　　　　　　　　　計3,450千円
④仙台湾およびその近海にて浅海漁業（養殖業・内水面漁
業含む）を営む漁業者及び事業所、もしくは漁業者の所属す
る宮城県内の漁業協同組合

－ － － R8.2 R8.2 R8.3
対象事業者約17名に対して令和８年度中
に支給完了する。

③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品
分野

水産物 HP等 R7補正（地）

39 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）農業水利施設管理緊
急支援事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における
物価高騰対
策支援

 2,000  2,000  2,000  -

①電力価格高騰に伴い、農業水利施設（揚排水機場等）の
電力料金掛増し経費に対する補助を実施するもの。
②電力料金掛増し経費の75%を補助
　　土地改良区（補助率　県1/2、市1/4)
　　水利組合（補助率　市3/4）
③土地改良区6団体、水利組合4団体を想定。2,000千円
④市内6土地改良区及び改良区に属さない水利組合の農業
水利施設（揚排水機場等）

－ － － R8.2 R8.3 R8.3 令和8年3月までに支給を完了する。 ⑥ 広報誌にて明記済みあるいは予定
農林水産・食品
分野

農業水利施設 広報誌 R7補正（地）

40 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ （臨時）業務効率化支援事業
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑥中小企業・
小規模事業
者の賃上げ
環境整備

 80,000  80,000  80,000  -

①物価高騰が続く中での市内事業者の収益向上・賃上げを
後押しするため、デジタル活用と経営改善の知見を併せ持
つ専門家による課題解決の伴走支援とデジタル・省力化投
資への補助金をワンセットで提供する事業を実施するもの。
②デジタル・省力化投資への補助金、専門家による課題整
理・伴走支援等に係る経費
③補助上限額500千円又は2,000千円、補助率1/2。伴走支
援20,000千円、補助金45,000千円、事務局運営8,000千円、
広報7,000千円。
④補助対象：市内に本店を有する地域企業

－ － － R8.3 R8.3 R8.3
市内事業者60社程度への支援

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
中小企業・小規
模事業者の賃上
げ環境整備

省力化・生産性向上支
援

HP等 R7補正（地）

41 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）生産性向上・賃金引
上げ応援金

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑥中小企業・
小規模事業
者の賃上げ
環境整備

 10,000  10,000  10,000  -

①物価高騰が続く中での市内事業者の収益向上・賃上げを
後押しするため、国の「業務改善助成金」を活用する市内事
業者に上乗せの補助金を支給するもの。
②補助金
③補助金10,000千円、国の業務改善助成金の補助対象経
費の1/10、補助上限600千円
④補助対象：市内に本店を有する地域企業

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 補助金採択件数50件程度 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
中小企業・小規
模事業者の賃上
げ環境整備

最低賃金引上げへの
対応

HP等 R7補正（地）

42 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）海外販路開拓推進事
業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑨中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 45,375  45,375  45,375  -

①物価高騰が続く中、また、近年の円安傾向や本市の海外
との交流拡大を追い風として、市内事業者の域外（海外）需
要獲得による売上拡大を目的に、機運醸成、事業者の発
掘、さらには希望する事業者に対して相談、商品の販売まで
を一気通貫で伴走支援するもの。
②業務委託料
③- 機運醸成に係る費用：1,620千円
　 - 事業者発掘に係る費用：2,530千円
　 - 事業者個社支援に係る費用：39,135千円
　 - 事務局運営等に係る費用：2,090千円
④補助対象：市内に本店を有する地域企業

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 支援件数60件程度 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

HP等 R7補正（地）

43 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）市内産農産物需給拡
大促進事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における
物価高騰対
策支援

 7,040  7,040  7,040  -

①物価高の影響を受ける農業者及び地元食品関係事業者
の支援を図るため、販路拡大や６次産業化、誘客促進・イン
バウンド需要獲得に向けた各種支援により、市内産農産物
の需給拡大を促進する。
②
ⅰ　6次産業化等チャレンジ支援事業：2,040千円
（内訳：専門家派遣の講師謝礼540千円、事業補助金1,500
千円）
ⅱ　仙台産農産物活用によるガストロノミー・ツーリズム等促
進のための委託費：5,000千円
③
ⅰ　講師謝礼　30千円×18回、補助金　1,500千円
　　　計2,040千円
ⅱ　土産品等の発掘及びPR　2,310千円
　　　セミナー開催費　600千円
　　　農と食の体験ツーリズム　2,090千円
　　　計5,000千円
④市内生産者、本市農産物を使用した商品開発支援や6次
産業化 農商工連携に取り組む事業者

－ － － R8.2 R8.3 R8.3 支援対象数：5生産者程度 ③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品
分野

園芸農産物等 HP等 R7補正（地）

44 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ （臨時）設備投資促進事業
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑥中小企業・
小規模事業
者の賃上げ
環境整備

 20,000  20,000  20,000  -

①物価高騰を受け、市内事業者の生産性向上や付加価値
向上を後押しするため、正社員の平均賃金の引上げを行っ
た事業者に対し、引き上げ割合に応じて設備投資に係る補
助金を支給するもの。
②補助金
③補助金20,000千円、補助上限額1,000千円～3,000千円、
補助率2/3～3/4
④補助対象：市内に本店を有する地域企業

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 補助金採択件数10件程度 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
中小企業・小規
模事業者の賃上
げ環境整備

一定額以上の賃上げ
に向けた取組み支援

HP等 R7補正（地）

45 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）地域企業連携デジタ
ル人材育成・確保促進事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑥中小企業・
小規模事業
者の賃上げ
環境整備

 12,000  12,000  12,000  -

①物価高騰が続く中、地域企業が持続可能な成長を実現す
るためには、デジタル技術の活用や技術を提供するIT企業
の振興が不可欠である。市内IT企業の競争力向上による成
長支援を目的として、市内IT企業に関心のあるIT未経験者
向けに、幅広いデジタルスキル習得やキャリア検討の機会を
提供し、市内IT企業の人材獲得を支援するもの。
②委託事業費
③
・全体コンセプト設計・管理人件費：3,990千円
・コンテンツ費用：5,200千円
・イベント企画・運営：1,060千円
・ラインディングページ作成費：1,300千円
・広告配信費：450千円
④市内IT企業への就職に関心のある者

－ － － R8.2 R8.2 R8.3
本事業にて実施するプログラムおよびイ
ベントの参加者数：延べ50名以上。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
中小企業・小規
模事業者の賃上
げ環境整備

省力化・生産性向上支
援

HP等 R7補正（地）

46 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）リサーチコンプレック
ス形成推進事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑥中小企業・
小規模事業
者の賃上げ
環境整備

 100,000  100,000  100,000  -

①物価高騰が続く中、市内の研究開発型スタートアップは自
社ラボの整備が困難となり、レンタルラボ需要が増加してい
る。本市では、民間所有の遊休物件のリノベーションによる、
ウェットラボ（レンタルラボ）整備を推進しているが、オーナー
も物価高騰の影響で事業参入をためらう状況がある。そこ
で、市内に不動産を所有するオーナー向けに、改修費用の
一部等、特定の経費を補助し、ウェットラボ整備を促進するこ
とで、スタートアップの事業化や生産性向上、不動産オー
ナーの収益確保につなげるもの。
②補助金（市内不動産をウェットラボへ改修するための費用
の1/2を補助するもの）
③対象数：1棟、補助金額見込：100,000千円（令和7年度実
績参考）
④交付対象者：市内不動産をウェットラボに改修し・運営を
行う事業者

－ － － R8.1 R8.1 R8.3
複数の研究開発企業が利用するウェット
ラボ機能を持つ施設を1か所整備

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
中小企業・小規
模事業者の賃上
げ環境整備

省力化・生産性向上支
援

HP等 R7補正（地）

47 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ （臨時）宿泊促進キャンペーン
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑩地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 100,000  100,000  100,000  19,000

①・・・物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を引き続き
支援するため、市内宿泊施設の料金割引のキャンペーンを
実施し、全国からの誘客を図ることを目的としている。本市の
観光閑散期にあたる時期に実施することで、宿泊事業者の
売り上げ増加につなげるほか、宿泊に伴う観光消費により、
地域経済への波及効果を目指す。
②・・・宿泊事業者による宿泊代金の割引に要する経費に対
して支払う補助金の原資およびキャンペーン事務局運営経
費（委託費）
③・・・過去実績をもとに一人1泊あたり宿泊代金の30%（上限
3,000円）を補助する原資81,000千円，事務局運営費19,000
千円
④ 市内の宿泊事業者

－ － － R7.4 R8.2 R8.3

①キャンペーンを利用した延べ宿泊者数：
27,000人泊以上
②キャンペーン利用者へのアンケートに
おける一人当たり消費額平均：46,000円
以上

③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

キャンペーン特設サイトおよびキャンペーン周知用
チラシ

R7補正（地）

48 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）屋外イベント開催促進
補助金

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑩地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 20,000  20,000  20,000  3,000

①物価が高騰する中、市が所管する屋外施設において開催
されるイベント経費の一部を補助することで、その開催を促
進し、市内外からの集客を図り、街の賑わい創出と、観光・
経済の活性化を目指す。
②補助金及び補助金受付事務局運営経費（委託費）
③補助金17,000千円，事務局運営費3,000千円
④イベント主催者

－ － － R8.1 R8.2 R8.3 イベント補助件数　25件 ③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

HP等 R7補正（地）

49 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）公共交通運行継続奨
励事業（タクシー事業者）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑩地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 152,442  152,442  152,442  -

①原油価格・物価高騰等の影響を受けるタクシー事業者に
対し、市民の日常生活や経済活動等を支える移動サービス
が安定的・継続的に提供されるよう、奨励金により支援する
もの。
②公共交通の運行に係る奨励金
③単価「54千円/台」×保有台数で算出
　車両数：2,823台（見込み）
④仙台市内 事業を営むタクシ 事業者

－ － － R8.1 R8.1 R8.3
R7年度末時点の交付対象タクシー車両
台数が、年度当初時点に比べ9割以上、
運行継続されること。

③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
運輸交通・物流・
観光事業者

HP等 R7補正（地）

50 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
（臨時）公共交通運行継続奨
励事業（バス事業者）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑩地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 103,680  103,680  103,680  -

①公共交通は市民生活や経済活動を送るうえで、最も重要
な基盤となるものであり、今後も引き続き機能の確保が求め
られる。原油価格・物価高騰等の影響を受けながらも、社会
秩序の維持に向け市民の移動手段を確保している公共交通
事業者について、地域の生活や経済活動を支えるために、
サービス提供が継続されるよう奨励金により支援する
②公共交通の運行に係る奨励金
③単価「144千円/台」×保有台数で算出
・対象事業者数：5事業者（見込み）
・保有台数：720台（〃）
④本市内を主な営業路線とする乗合バス事業者が保有して
いる乗合バス車両（高速バス・定期観光バスを除く。）

－ － － R8.1 R8.1 R8.3

仙台市内の路線バス5事業者に対し、前
年度比90％以上（バス台数換算）の交付
とすることで、公共交通が運行継続される
こと。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
運輸交通・物流・
観光事業者

HP等 R7補正（地）
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Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してください。

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

Ｃ

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている旨

の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

国

の

予

算

年

度

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ
※参考

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

支援開始時期

125 

126 
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51 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ （臨時）上水道料金減免
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 1,269,692  1,269,692  1,269,692  43,000

【水道事業】
①物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するた
め、水道料金の減免を実施するもの。
②給水収益減収相当額及び事業実施に係る事務費につい
て、水道事業へ繰出し。
③対象数：約468,000件、経費1,269,692千円（うち、事務費
43,000千円）
　※基本料金2か月分（口径13㎜1,276円、口径20㎜2,750
円、口径25㎜4,180円、口径30㎜6,160円、口径40㎜11,660
円、口径50㎜24,640円、口径75㎜54,120円、口径100㎜
105,600円、口径150㎜286,000円、口径200㎜572,000円、い
ずれも税込額）相当額の減免、減免に係るシステム改修委
託及び広報等に係る費用
④仙台市内で水道局と契約しているすべての方（個人・事業
者等）
　※生活保護受給及び住民税非課税等に係る減免をすでに
受けている世帯 公共施設（公の施設を除く）を除く

－ － － R8.1 R8.3 R8.3
【水道事業】
約468,000件対象に2月分の基本料金の
減免を実施し、約1,226,692千円の減免。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
公営企業のとり
まとめ（水道・下
水等）

HP R7補正（地）

52 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ （臨時）下水道料金減免
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 883,087  883,087  883,087  -

【下水道事業】
①物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するた
め、下水道料金の減免を実施するもの。
②下水道使用料減収相当額について、下水道事業へ繰出
し。
③対象数：約471,000件、経費883,087千円
　※基本使用料2か月分（1,546円、税込額）相当額の減免
④仙台市内で下水道を使用しているすべての方（個人・事業
者等）
　※生活保護受給及び住民税非課税等に係る減免をすでに
受けている世帯 公共施設（公の施設を除く）を除く

－ － － R8.1 R8.3 R8.3
【下水道事業】
約471,000件対象に2月分の基本料金の
減免を実施し、約883,087千円の減免。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
公営企業のとり
まとめ（水道・下
水等）

HP R7補正（地）

53 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ （臨時）出産育児支援金
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
③物価高騰
に伴う子育て
世帯支援

 247,553  247,553  247,553  53

①物価高騰の影響を受ける子育て世帯の経済定期負担の
軽減を図り、子どもを産み育てやすい環境を整備すること。
②出産した方への支援金及び事務費
③こども一人あたり90千円×2,750人＝247,500千円及び事
務経費53千円
④令和7年10月1日以降に出産した方の内、出産日及び申請
時点で仙台市に住民票があり、出産育児一時金の対象と
な ている方

－ ○ － R7.10 R7.11 R8.3
対象者に対し、R7.12月より本格支給を開
始する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

HP等 R7補正（地）


	実施計画様式

